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－技術基準改正（エコ電線）に関する情報－ 

 

（財）電気安全環境研究所 

 

本資料は、電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令の一部

を改正する省令（経済産業省令第３８号）により、技術基準が改正された箇所を説明するた

めの参考情報です。 

改正に関係する部分について、別表第一及び別表第八の技術基準から抜粋し、改正され

た点について赤字で示してあります。 

 

内容については正確を期しておりますが、正式には官報（平成１９年４月１６日付、官報号

外第７９号）等にてご確認をお願いいたします。 

 

 

 
2007/5/22 一部修正： 

別表第一附表第十四 2中、外装に使用されるポリエチレン混合物の「架橋したもの」について、引張強さ

及び伸びの規定値を追加しました。 

別表第一附表第十八中、外装に使用されるポリエチレン混合物の減少率に架橋したものに適用される値

を追加しました。
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別表第一 電線 

 

（別表第一１（１）～（５） 省略） 

 

別表第一１（６）イ コード 

 

（別表第一１（６）イ（イ） 省略） 

 

（ロ） 絶縁体は、次に適合すること。 

 ａ 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。 

コードの種類 絶縁物 

単心ゴムコ一ド、より合わせ

ゴムコード、袋打ちゴムコー

ド及び丸打ちゴムコード 

天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ク

ロロプレンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合

物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物又は

けい素ゴム混合物 

単心ビニルコード、より合わ

せビニルコード、袋打ちビニ

ルコード及び丸打ちビニル

コード 

ビニル混合物 

単心ポリエチレンコード ポリエチレン混合物 

単心ポリオレフィンコード ポリオレフィン混合物 

ゴムキャブタイヤコード 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物又

はエチレンプロピレンゴム混合物 

ビニルキャブタイヤコード 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、エ

チレンプロピレンゴム混合物又はビニル混合物 

ポリエチレンキャブタイヤコ

ード 

ポリエチレン混合物 

金糸コード ビニル混合物 

その他のコード 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ク

ロロプレンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合

物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、ビニ

ル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混

合物 

 

ｂ 厚さは、次に適合すること。 

（ａ）外部編組若しくは外装を有するＡ種コード（（イ）ａ（ａ）に規定する導体を使用するコード

をいう。以下この表において同じ。）又は絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合

物若しくはポリオレフィン混合物を使用するＡ種コードにあつては厚さは、次の表に

掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の９０％以上、その最小値が標準値の

８０％以上であること。ただし、定格電圧が１５０Ｖ以下のコードであつて、導体の断

面積が０．８ｍｍ２未満のもの（絶縁体にけい素ゴム混合物を使用するものに限る。）

にあつては、０．４ｍｍ以上とすることができる。 
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絶縁体の厚さ（ｍｍ）  導体の断面積（ｍｍ２） 

天然ゴム混合物、スチレンブ

タジエンゴム混合物、クロロ

プレンゴム混合物、クロロス

ルホン化ポリエチレンゴム混

合物又はけい素ゴム混合物

を絶縁体に使用するもの 

エチレンプロピレンゴム混合

物、ビニル混合物、ポリエチ

レン混合物又はポリオレフィ

ン混合物を絶縁体に使用す

るもの 

２．０以下 ０．８（０．６） ０．８（０．６） 

２．０を超え３．５以下 １．１（０．８） ０．８（０．６） 

３．５を超え５．５以下 １．１（０．８） １．０（０．８） 

（備考） 括弧内の数値は、ゴムキャブタイヤコード、ビニルキャブタイヤコード、ポリエチ

レンキャブタイヤコード又はポリオレフィンキャブタイヤコードに適用する。 

 

（ｂ）外部編組又は外装を有しないＡ種コードであつて、絶縁体にビニル混合物、ポリエチ

レン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を使用するものにあつては、厚

さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の９０％以上、その最

小値が標準値の８０％以上であること。 

 

導体の断面積（ｍｍ２） 絶縁体の厚さ（ｍｍ） 

０．５以上２．０以下 1 

２．０を超え５．５以下 1.3 

 

（別表第一１（６）イ（ル）まで 省略） 

 

（ヲ） キャブタイヤコードにあつては、次に適合すること。 

ａ 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあ

ること。 

ｂ 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。 

ｃ Ａ種のものであつて丸形のものにあつては線心２本以上を層心径の２０倍以下のピッ

チでより合わせたものに、その他のものにあつては線心２本以上を平行に配列したも

のに外装を施してあること。 

ｄ Ｂ種のものにあつては、２本以上５本以下の線心をより合わせ、又は平行に配列したも

のであること。 

ｅ 外装は、ゴムキャブタイヤコードにあつては天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物

又は耐燃性エチレンゴム混合物、ビニルキャブタイヤコードにあつてはビニル混合物、

ポリエチレンキャブタイヤコードにあつてはポリエチレン混合物、ポリオレフィンキャブタ

イヤコードにあつてはポリオレフィン混合物であること。 

f Ａ種のものの外装の厚さは、ゴムキャブタイヤコードにあつては（ａ）の式、ビニルキャブ

タイヤコード、ポリエチレンキャブタイヤコード及びポリオレフィンキャブタイヤコードに

あつては（ｂ）の式により計算した値（１ｍｍ未満の場合は、１ｍｍ）を標準値とし、その

平均値が標準値の９０％以上、その最小値が標準値の７０％以上であること。 
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      （ａ） Ｔ＝（Ｄ／１０）＋０．５ 

      （ｂ） Ｔ＝（Ｄ／２５）＋０．６ 

Ｔは、Ａ種のものの外装の厚さとし、その単位は、ｍｍとする。（小数点２位以下は、４

捨５入する。） 

Ｄは、丸形のものにあつてはＡ種のものの外装の内径、その他のものにあつてはＡ種

のものの外装の内短径と内長径の和を２で除した値又はその他のものであつて線心

を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内長径の和を２で除した値

のうち最も大きい値とし、その単位はｍｍとする（小数点２位以下は、４捨５入する。）。

この場合において隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。  

 

（別表第一１（６）イ（ヲ）ｂ 省略） 

 

（ワ） 金糸コードにあつては、次に適合すること。 

ａ 外装を有しないものにあつては、一体にした２本以上の線心をより合わせ、又は平行

に配列したものであつて、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるものであること。 

ｂ 外装を有するものにあつては、次に適合すること。 

（ａ） 線心相互間及び線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあ

ること。 

（ｂ） 線心は、外装及び介在物から分離しやすい構造であること。 

（ｃ） 丸形のものにあつては線心２本以上を層心径の２０倍以下のピッチでより合わせた

ものの上に、その他のものにあつては線心２本以上を平行に配列したものの上に外

装を施してあること。 

（ｄ） 外装は、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物又は耐燃性ポリ

オレフィン混合物であること。 

（ｅ） 外装の厚さは、０．８ｍｍを標準値とし、その平均値が標準値の９０％以上、その最

小値が標準値の７０％以上であること。 

 

（カ）単心ゴムコード、より合わせゴムコード、袋打ちゴムコード、丸打ちゴムコード、単心ビ

ニルコード、より合わせビニルコード、袋打ちビニルコード、丸打ちビニルコード、単心

ポリエチレンコード、単心ポリオレフィンコード、キャブタイヤコード及び金糸コード以外

のコードは、一体にした２本以上の線心をより合わせ、若しくは平行に配列したもので

あつて、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるもの又はＢ種コードであつて、２本以

上の線心をより合わせ、かつ、外部編組を有するものであること。 

 

（別表第一１（６）ロ、ニ 省略） 

 

ホ 導体加熱変色 

絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を

使用するコードであつて、めつきを施してない銅線を使用するものにあつては、完成品を

１３０℃±３℃の温度に６時間保つたとき、銅線の表面が金属色を失わないこと。 

 

ヘ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質 
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（別表第一１（６）へ（イ）～（ハ） 省略） 

 

（ニ） 加熱変形 

絶縁体又は外装にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使

用するものにあつては、附表第十八の試験を行つたとき、これに適合すること。 

（ホ） 耐燃性 

ａ 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混

合物を使用するものにあつては、附表第二十一１の試験を行つたとき、これに適合す

ること。 

ｂ 絶縁体又は外装にビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性ポリオレフィン

混合物又は耐燃性エチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一２

の試験を行つたとき、これに適合すること。 

（ヘ） 耐寒性 

外装に耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものに

あつては、附表第十七の試験を行つたとき、これに適合すること。 

 

（別表第一１（６）チ、リ 省略） 

 

（７） キャブタイヤケーブル 

イ 材料および構造 

（イ） 導体は、次に適合すること。 

ａ 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が０．７５ｍｍ２以上（３種キャブ

タイヤケーブル、３種クロロプレンキャブタイヤケーブル、３種クロロスルホン化ポリエチ

レンキャブタイヤケーブル、３種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、４種キャブ

タイヤケーブル、４種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び４種クロロスルホン化ポリ

エチレンキャブタイヤケーブルにあつては、２．０ｍｍ２以上）のものであること。 

ｂ 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物以外のもので

あるキャブタイヤケーブルの導体に使用する銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合

金のめつきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すものにあつては、こ

の限りでない。 

（ロ） 絶縁体は、次に適合すること。 

ａ 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。 

キャブタイヤケーブルの種類 絶縁物 

１種キャブタイヤケーブル 天然ゴム混合物 

２種キャブタイヤケーブル、２種クロロプレン

キャブタイヤケーブル、２種クロロスルホン

化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、２種

耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、

３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレン

キャブタイヤケーブル、３種クロロスルホン

化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、３種

天然ゴム混合物、ブチルゴム混合

物又はエチレンプロピレンゴム混合

物 
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耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、

４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレン

キャブタイヤケーブル及び４種クロロスルホ

ン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル 

 

ｂ 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の９０％以上、その最

小値が標準値の８０％以上であること。 

絶縁体の厚さ（ｍｍ） 

導体の断面積（ｍｍ２） 

天然ゴム混合

物、ブチルゴム混

合物又はけい素

ゴム混合物を絶

縁体に使用する

もの 

ビニル混合物を

絶縁体に使用す

るもの 

エチレンプロピレ

ンゴム混合物、ポ

リエチレン混合物

又はポリオレフィ

ン混合物を絶縁

体に使用するも

の 

０．７５以上３．５以下 １．１（１．４） ０．８ ０．８（１．２） 

３．５を超え５．５以下 １．１（１．４） １．０ １．０（１．２） 

５．５を超え８以下 １．１（１．４） １．２ １．０（１．２） 

８を超え１４以下 １．４（１．４） １．４ １．０（１．２） 

１４を超え２２以下 １．４（１．８） １．６ １．２（１．６） 

２２を超え３０以下 １．８（１．８） １．６ １．２（１．６） 

３０を超え３８以下 １．８（１．８） １．８ １．２（１．６） 

３８を超え６０以下 １．８（２．３） １．８ １．５（２．１） 

６０を超え１００以下 ２．３（２．３） ２．０ ２．０（２．１） 

（備考） 括弧内の数値は、３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキャブタイヤ

ケーブル、３種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、３種耐

燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、４種キャブタイヤケーブル、４種クロ

ロプレンキャブタイヤケーブル及び４種クロロスルホン化ポリエチレンキヤブ

タイヤケーブルに適用する。 

（ハ） 外装は、次に適合すること。 

ａ 単心キャブタイヤケーブルにあつては線心に、丸形多心キャブタイヤケーブルにあつ

ては線心を層心径の２０倍以下のピッチでより合わせたものに、平形キャブタイヤケー

ブルにあつては線心２本以上を平行に配列したものに、それぞれ次の表に掲げる絶縁

物を被覆したものであること。 

種類 外装に使用する絶縁物 
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１種キャブタイヤケーブル、２種キャブ

タイヤケーブル、３種キャブタイヤケー

ブル及び４種キャブタイヤケーブル 

天然ゴム混合物 

２種クロロプレンキャブタイヤケーブ

ル、３種クロロプレンキャブタイヤケー

ブル及び４種クロロプレンキャブタイヤ

ケーブル 

クロロプレンゴム混合物 

２種クロロスルホン化ポリエチレンキャ

ブタイヤケーブル、３種クロロスルホン

化ポリエチレンキャブタイヤケーブル及

び４種クロロスルホン化ポリエチレンキ

ャブタイヤケーブル 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物

２種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケ

ーブル及び３種耐燃性エチレンゴムキ

ャブタイヤケーブル 

耐燃性エチレンゴム混合物 

けい素ゴムキャブタイヤケーブル けい素ゴム混合物（機械的強度を強化し

たものに限る。） 

その他のキャブタイヤケーブル ビニル混合物又は耐燃性ポリオレフィン

混合物 

 

ｂ 厚さは、次の表に掲げる計算式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値

の９０％以上、その最小値が標準値の８５％以上（平形のものにあつては、８０％以上）

であること。 

種類 計算式 

１種キャブタイヤケーブル、２種キャブ

タイヤケーブル、２種クロロプレンキャ

ブタイヤケーブル、２種クロロスルホン

化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、

２種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケ

ーブル、けい素ゴムキャブタイヤケーブ

ル及びその他のキャブタイヤケーブル 

Ｔ＝（Ｄ／１５）＋１．３ 

３種キャブタイヤケーブル、３種クロロ

プレンキャブタイヤケーブル、３種クロ

ロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤ

ケーブル及び３種耐燃性エチレンゴム

キャブタイヤケーブル 

Ｔ＝（Ｄ／１５）＋２．２ 

４種キャブタイヤケーブル、４種クロロ

プレンキャブタイヤケーブル及び４種ク

Ｔ＝（Ｄ／１５）＋２．６ 
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ロロスルホン化ポリエチレンキャブタイ

ヤケーブル 

 

（備考） 

１ Ｔは、外装に使用する絶縁物の厚さとし、その単位は、ｍｍとする。（小数点２位以下

は、４捨５入する。） 

２ Ｄは、丸形のものにあつては外装の内径、その他のものにあつては外装の内短径と

内長径の和を２で除した値又はその他のものであつて線心を隔壁で分割する場合は、

分割したそれぞれの内短径と内長径の和を２で除した値のうち最も大きい値とし、その

単位はｍｍとする（小数点２位以下は、４捨５入する。）。この場合において、隔壁の厚

さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。 

３ 外装を二層とする場合には、外側層の厚さは内側層の厚さ以上とすること。 

 

ｃ ３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキャブタイヤケーブル、３種クロロスルホン

化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、３種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、

４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び４種クロロスル

ホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、線心上、線心より合わせ上又は

外装の中間に綿帆布テープ（外装の中間に綿帆布テープを施す場合にあつては、その

下の外装の材料は天然ゴム混合物とすることができる。）を突き合わせて巻き、又は綿

糸、麻若しくは合成繊維の糸による編組若しくはこれらと同等以上の補強層（外装の中

間に補強層を施す場合にあつては、その下の外装の材料は天然ゴム混合物とするこ

とができる。）を施してあること。この場合において、綿帆布テープ、編組又は補強層と

外装に使用する絶縁物とは、粘着していなければならない。 

 

（別表第一１（７）イ（ニ）、ロ～ニ 省略） 

 

 ホ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質 

 （イ） 引張強度および伸び 

附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。 

 （ロ） 巻付け加熱 

絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を

行なつたとき、これに適合すること。 

（ハ） 低温巻付け 

絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を

行なつたとき、これに適合すること。 

（ニ） 加熱変形 

絶縁体または外装にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を

使用するものにあつては、附表第十八の試験を行なつたとき、これに適合すること。 

（ホ） 耐油性 

ａ 外装に天然ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十１の試験を行なつたと

き、これに適合すること。 
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ｂ 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混

合物を使用するものにあつては、附表第二十２の試験を行つたとき、これに適合するこ

と。 

ｃ 絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十３の試験を

行なつたとき、これに適合すること。 

ｄ 外装に耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものに

あつては、附表第二十４の試験をおこなつたとき、これに適合すること。 

（ヘ） 耐燃性 

ａ 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用

するものにあつては、附表第二十一１の試験を行つたとき、これに適合すること。 

ｂ 外装にビニル混合物、耐燃性エチレンゴム混合物又は耐熱性ポリオレフィン混合物を

使用するものにあつては、附表第二十一２の試験を行なつたとき、これに適合するこ

と。 

（ト） 耐引裂性 

絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつて

は、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。 

（チ）耐寒性 

外装に耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十七の試験を

行つたとき、これに適合すること。 

へ 機械的強度 

（イ） 曲げ強度 

ａ 導体の断面積が３８ｍｍ２以下の丸形のものにあつては、完成品から適当な長さの試

料を採り、これを次の図の曲げ試験装置に次の表に掲げる回転半径及び固定距離で

取り付け、回転子を毎分約２０回の速さで連続して２００回回転させたとき、絶縁体又は

外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が３０％以下で

あること。この場合において、導体補強線を有するものにあつては、導体補強線の素

線が断線しないこと。 

図略 

 

導体の断面積（ｍｍ２） 回転半径（ｍｍ） 固定距離（ｍｍ） 

３．５以下のもの １５０ ２００ 

３．５を超えるもの １００ ３００ 

 

ｂ 平形のものにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、ケーブルの短径の５倍

の直径を有する円筒の円弧に沿つて９０°屈曲させた後に直線状に戻し、次に反対方

向に９０°屈曲させた後に直線状に戻す操作を毎分１０回（断面積が３８ｍｍ２を超える

ものにあつては、毎分６回）の速さで連続して２００回行つたとき、絶縁体又は外装にひ

び、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が３０％以下であること。

この場合において、導体補強線を有するものにあつては、導体補強線の素線が断線し

ないこと。  

（ロ） 耐摩耗性 

ゴムキャブタイヤケーブルにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、その一
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端を次の図の摩耗試験装置の固定点に固定し、他端に次の表に掲げる質量のおもり

を取り付け、試料の表面を摩耗円板の円周に接触させ、この円板をおもりの重力と同

じ方向に毎分約６０回の速さで連続して同表に掲げる回転数だけ回転させたとき、そ

の外装が摩耗して内部の絶縁体が露出しないこと。 

 

図略 

 

摩耗円板の回転数（回） 種
類 

導体の断

面積（ｍ

ｍ２） 

おもりの

質量（ｋ

ｇ） 
１種キャブタイヤケー

ブル 

２種キャブタイヤケー

ブル、２種クロロプレ

ンキャブタイヤケーブ

ル、２種クロロスルホ

ン化ポリエチレンキャ

ブタイヤケーブル、２

種耐燃性エチレンゴ

ムキャブタイヤケーブ

ル又はけい素ゴムキ

ャブタイヤケーブル 

３種キャブタイヤケー

ブル、３種クロロプレ

ンキャブタイヤケーブ

ル、３種クロロスルホ

ン化ポリエチレンキャ

ブタイヤケーブル、３

種耐燃性エチレンゴ

ムキャブタイヤケーブ

ル、４種キャブタイヤ

ケーブル、４種クロロ

プレンキャブタイヤケ

ーブル又は４種クロロ

スルホン化ポリエチレ

ンキャブタイヤケーブ

ル 

３．５以下 １ ２００ ２５０ ３５０ 

３．５を超

え１４以

下 

１ ３００ ４００ ６００ 

１４を超え

３８以下 

２．５ ４００ ５００ ７５０ 

単
心
の
も
の 

３８を超え

るもの 

２．５ ５００ ６００ ９００ 

３．５以下 １ ３００ ４００ ５００ 

３．５を超

え１４以

下 

２．５ ５００ ６００ ７５０ 

１４を超え

３８以下 

５ ７５０ ７５０ １，１００ 

多
心
の
も
の 

３８を超え

るもの 

１０ １，０００ １，０００ １，５００ 

 

（ハ） 耐衝撃性 

３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキャブタイヤケーブル、３種クロロスルホン
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化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、３種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、

４種キャブタイヤケーブル、４種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び４種クロロスル

ホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、附表第二十三の試験を行つた

とき、これに適合すること。 

（ニ） 耐震性 

耐震型のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。 

 

（別表第一１（８）及び（９）、別表第一２ 省略） 

（附表第一 ～ 附表第十 省略） 

 

附表第十一 絶縁抵抗試験 

１ しやへいまたは金属製の補強層を有するものにあつては完成品を大気中において、し

やへいまたは金属製の補強層を有しないものにあつては完成品を清水中に浸した状

態において、導体と大地との間に１００Ｖ以上６００Ｖ以下の直流電圧を１分間加えたと

き、測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、導体

（金属製の導体補強線を含む。）以外の金属は、接地しなければならない。 

２ 絶縁体にビニル混合物を使用するもの（ケーブル又はキャブタイヤケーブルであつて、

絶縁体にビニル混合物を使用するものを除く。）にあつては、１の試験のほか、完成品

から適当な長さの試料をとり、これを６０℃±３℃（絶縁体に耐熱性を有するビニル混

合物を使用するものにあつては、７５℃±３℃）の清水中に浸した状態において、絶縁

体の温度が一定となつた後に導体と大地との間に１００Ｖ以上６００Ｖ以下の直流電圧

を１分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場

合において、導体（金属製の導体補強線を含む。）以外の金属は、接地しなければなら

ない。
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使用する絶縁体の種類別・絶縁抵抗（ＭΩ－ｋｍ） 導体の太さ 

２０℃における値 ６０℃にお

ける値 

７５℃にお

ける値 

電線

の種

類 

より線（断面

積 ｍｍ２）

単線（直径 

ｍｍ） 

天然ゴム

混合物 

スチレン

ブタジエン

ゴム混合

物 

ブチルゴ

ム混合物

クロロプレ

ンゴム混

合物又は

クロロス

ルホン化

ポリエチレ

ンゴム混

合物 

エチレン

プロピレン

ゴム混合

物 

けい素ゴ

ム混合物

ビニル混

合物 

ポリエチレ

ン混合物

又はポリ

オレフィン

混合物 

ふつ素樹

脂混合物

耐熱性を

有するも

のを除くビ

ニル混合

物 

耐熱性を

有するビ

ニル混合

物 

２，５００ １．２５未満 １．６未満 １，０００ １００ ５００ ６ ５００ １００ ５０ 

（５０） 

２，５００ ０．２０ ０．０５ 

２，５００ １．２５以上

２．０未満 

１．６以上

２．０未満 

１，０００ １００ ５００ ６ ５００ １００ ５０ 

（５０） 

２，０００ ０．２０ ０．０５ 

２，５００ ２．０以上

５．５未満 

２．０以上

２．６未満 

１，０００ １００ ５００ ６ ５００ １００ ５０ 

（５０） 

１，５００ ０．１５ ０．０５ 

２，５００ ― ２．６以上

３．２未満 

１，０００ １００ ５００ ５ ５００ １００ ５０ 

（５０） 

１，５００ ０．１５ ０．０５ 

２，５００ ５．５以上８

未満 

― ９００ ９０ ５００ ５ ５００ ９０ ５０ 

（５０） 

１，５００ ０．１５ ０．０５ 

２，０００ ― ３．２以上

４．０未満 

９００ ９０ ５００ ５ ４００ ９０ ５０ 

（５０） 

１，５００ ０．１５ ０．０５ 

２，０００ 

絶縁

電線

（屋

外用

ビニ

ル絶

縁電

線、

蛍光

灯電

線、

ネオ

ン電

線及

び平８以上１４未

満 

― ８００ ８０ ４００ ５ ４００ ８０ ５０ 

（５０） 

１，５００ ０．１５ ０．０５ 
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２，０００ ― ４．０以上

５．０未満 

７００ ７０ ４００ ５ ４００ ７０ ５０ 

（５０） 

１，５００ ０．１５ ０．０５ 

１，５００ １４以上２２

未満 

― ７００ ６０ ４００ ５ ３００ ６０ ４０ 

（４０） 

１，５００ ０．１０ ０．０４ 

２，０００ ― ５．０以下 ８００ ８０ ４００ ４ ４００ ８０ ４０ 

（４０） 

１，５００ ０．１０ ０．０４ 

１，５００ ２２以上３０

未満 

― ７００ ７０ ４００ ４ ３００ ７０ ４０ 

（４０） 

１，０００ ０．１０ ０．０４ 

１，５００ ３０以上３８

未満 

― ６００ ６０ ３００ ４ ３００ ６０ ４０ 

（４０） 

９００ ０．１０ ０．０４ 

１，５００ ３８以上５０

未満 

― ５００ ５０ ３００ ４ ３００ ５０ ４０ 

（４０） 

９００ ０．１０ ０．０４ 

１，５００ ５０以上６０

未満 

― ６００ ６０ ３００ ３ ３００ ６０ ３０ 

（３０） 

８００ ０．１０ ０．０３ 

１，５００ ６０以上８０

未満 

― ５００ ５０ ３００ ３ ３００ ５０ ３０ 

（３０） 

７００ ０．０７ ０．０３ 

１，０００ ８０以上１０

０未満 

― ５００ ５０ ３００ ３ ２００ ５０ ３０ 

（３０） 

７００ ０．０７ ０．０３ 

１，５００ 

形導

体合

成樹

脂絶

縁電

線を

除

く。）

及び

ケー

ブル 

１００ ― ５００ ５０ ３００ ３ ３００ ５０ ３０ 

（３０） 

６００ ０．０７ ０．０３ 

１，０００ 蛍光

灯電

線 

０．７５ ― ― ― ― ― ２００ ― ２０ 

（２０） 

― ０．０７ ０．０２ 

コー

ド 

３．５未満

３．５以上 

― ４００ ４０ ― １ ３００ １００ ５ ２，５００

（５０） 

― ０．０１ ０．００５ 
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― ６００ ６０ ― １ ５００ １５０ ５ ２，５００

（５０） 

― ０．０１ ０．００５ 

 

使用する絶縁体の種類別・絶縁抵抗（ｍΩ－ｋｍ） 導体の太さ

２０℃における値 ６０℃に

おける値

７５℃

におけ

る値 

電線の種類 

より線

（断面

積 ｍ

ｍ２） 

単線

（直

径 

ｍ

ｍ） 

天然

ゴム

混合

物 

スチレ

ンブタ

ジエン

ゴム

混合

物 

ブチ

ルゴ

ム混

合物 

クロロプレン

ゴム混合物

又はクロロ

スルホン化

ポリエチレン

ゴム混合物

エチレ

ンプロ

ピレン

ゴム

混合

物 

けい

素ゴ

ム混

合物

ビ

ニ

ル

混

合

物 

ポリエチ

レン混合

物又はポ

リオレフィ

ン混合物

ふつ

素樹

脂混

合物

耐熱性を

有するも

のを除く

ビニル混

合物 

耐熱性

を有す

るビニ

ル混合

物 

８未満― １，０

００ 

― ５０

０ 

― ５００ ― ― ― ― ― ― 

８以上

１４未

満 

― ９００― ５０

０ 

― ４００ ― ― ― ― ― ― 

１４以

上２２

未満

― ７００― ４０

０ 

― ４００ ― ― ― ― ― ― 

２２以

上３０

未満

― ７００― ４０

０ 

― ３００ ― ― ― ― ― ― 

キャ

ブタ

イヤ

ケー

ブル 

３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプレンキャ

ブタイヤケーブル、３種クロロスルホン化ポリエチ

レンキャブタイヤケーブル、３種耐燃性エチレン

ゴムキャブタイヤケーブル、４種キャブタイヤケ

ーブル、４種クロロプレンキャブタイヤケーブル及

び４種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤ

ケーブル 

３０以

上８０

― ６００― ３０

０ 

― ３００ ― ― ― ― ― ― 
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未満

８０以

上１０

０未満

― ５００― ３０

０ 

― ３００ ― ― ― ― ― ― 

１００ ― ５００― ３０

０ 

― ２００ ― ― ― ― ― ― 

３．５

未満

― ― ― ― ― ― １００― ― ― ― ― 

３．５

以上

５．５

未満

― ― ― ― ― ― １００― ― ― ― ― 

５．５

以上８

未満

― ― ― ― ― ― ９０ ― ― ― ― ― 

８以上

１４未

満 

― ― ― ― ― ― ８０ ― ― ― ― ― 

１４以

上２２

未満

― ― ― ― ― ― ７０ ― ― ― ― ― 

２２以

上３８

未満

― ― ― ― ― ― ６０ ― ― ― ― ― 

けい素ゴムキャブタイヤケーブル 

３８以

上５０

未満

― ― ― ― ― ― ６０ ― ― ― ― ― 
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５０以

上８０

未満

― ― ― ― ― ― ５０ ― ― ― ― ― 

８０以

上１０

０未満

― ― ― ― ― ― ５０ ― ― ― ― ― 

１００ ― ― ― ― ― ― ５０ ― ― ― ― ― 

２，５００３．５

未満

― １，０

００ 

― ５０

０ 

― ５００ １００５０

（５０） 

― ― ― 

２，０００３．５

以上

５．５

未満

― １，０

００ 

― ５０

０ 

― ４００ １００４０

（４０） 

― ― ― 

２，０００５．５

以上８

未満

― ９００― ５０

０ 

― ４００ ９０ ４０

（４０） 

― ― ― 

２，０００８以上

１４未

満 

― ８００― ４０

０ 

― ４００ ８０ ４０

（４０） 

― ― ― 

１，５００１４以

上２２

未満

― ７００― ４０

０ 

― ３００ ７０ ４０

（４０） 

― ― ― 

１，５００２２以

上３８

未満

― ６００― ３０

０ 

― ３００ ６０ ３０

（３０） 

― ― ― 

１，０００

その他のキャブタイヤケーブル 

３８以

上５０

― ６００― ３０

０ 

― ２００ ６０ ３０

（３０） 

― ― ― 
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未満

１，０００５０以

上８０

未満

― ５００― ３０

０ 

― ２００ ５０ ３０

（３０） 

― ― ― 

１，５００８０以

上１０

０未満

― ５００― ３０

０ 

― ３００ ５０ ３０

（３０） 

― ― ― 

１，０００１００ ― ５００― ３０

０ 

― ２００ ５０ ２０

（２０） 

― ― ― 

 

（備考） 

１ 絶縁抵抗は、測定時の温度及び絶縁体の種類に従い、２０℃における値を次の表に掲げる絶縁抵抗換算係数で除した値とする。この場合におい

て、絶縁体にポリエチレン混合物、ポリオレフィン混合物又はふつ素樹脂混合物を使用するものにあつては、測定時の温度にかかわらず２０℃に

おける値とする。 

２ 括弧内の数値は、耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものに適用する。  
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（附表第十二、附表第十三 省略） 

 

附表第十四 引張強さおよび伸びの試験  

絶縁体または外装に使用する絶縁物は、１の試験条件において引張強さおよび伸びの

試験を行なつたとき、２の基準に適合すること。 

１ 試験条件 

（１）試料は、完成品から導体、テープその他の附属物を取り除き、次の図１のダンベル状

にして標点を記したものとする。この場合において、ダンベル状とすることが著しく困難

なものにあつては、次の図２の管状のものに標点を記したものとすることができる。 

 

   図１（略） 

 

  （備考） 試料の幅を２５ｍｍとすることができない場合にあつては、その幅を２５ｍｍ未

満とすることを妨げない。 

 

   図２（略） 

 

（２）１６℃以上３２℃以下の温度において、引張試験機を使用して、３本の試料について毎

分２００ｍｍ以上５００ｍｍ以下（ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあつ

ては５０ｍｍ以上２００ｍｍ以下）の速さで引張強さ及び伸びの試験を行い、その平均

値を試験結果とすること。 

（３）試料を次の表に掲げる加熱温度に同表に掲げる加熱時間保つた後、９６時間以内に

おいて、室温で４時間以上放置した後に（２）の方法により試験を行うこと。 

 

絶縁物の種類 加熱温度

（℃） 

加熱時間

（時間） 

天然ゴム混合物 １００±２ ４８ 

袋打ちコード若しくは丸打ちコードであつて、外部編

組の下に石綿糸若しくはガラス繊維を施してあるも

のの絶縁体又はクロロプレン外装ケーブルの外装に

使用するもの 

１００±２ ９６ クロロプレンゴ

ム混合物 

その他のもの １００±２ ４８ 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 １２０±３ １２０ 

けい素ゴム混合物 ２２０±３ ９６ 

耐熱性を有するもの １２０±３ １２０ ビニル混合物 

その他のもの １００±２ ４８ 

架橋したもの １２０±３ ９６ ポリエチレン混

合物又はポリオ

レフィン混合物 
その他のもの ９０±２ ９６ 

ふつ素樹脂混 耐熱性を有するもの ２５０±３ ９６ 
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合物 その他のもの ２００±３ ９６ 

その他のもの １００±２ ９６ 

 

２ 基準 

室温における引張強さおよび伸びならびに加熱後の引張強さおよび伸びの残率は、次

の表に掲げる値以上であること。 

室温における

値 

加熱後の残

率 

絶

縁

体

と

外

装

の

別 

絶縁物の種類 

引張

強さ

（ＭＰ

ａ） 

伸び

（％） 

引張

強さ

（％） 

伸び

（％） 

天然ゴム混合物 ６ ２５０ ６０ ６０ 

スチレンブタジエンゴム混合物 ５ ３００ ７０ ７０ 

クロロプレンゴム混合物 ６ ２５０ ６０ ６０ 

ブチルゴム混合物 ４ ３００ ８０ ８０ 

外部編組を有しない絶

縁電線 

７ ４００ ８０ ８０ エチレンプロピレンゴム混合物 

その他のもの ４ ３００ ８０ ８０ 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 ８ ３００ ８０ ７０ 

機械的強度を強化した

もの 

７ ２００ ７０ ６０ けい素ゴム混合物 

その他のもの ４ ２００ ７０ ６０ 

耐熱性を有するもの １０ １２０ ９０ ７５ ビニル混合物 

その他のもの １０ １００ ８５ ８０ 

架橋したもの １０ ２００ ８０ ８０ ポリエチレン混合物 

その他のもの １０ ３５０ ８０ ６５ 

架橋したもの ７（８） ２００ ８０ ８０ ポリオレフィン混合物 

その他のもの ５（８） ２００ ８０ ６５ 

耐熱性を有するもの １０ ２００ ８０ ８０ 

絶

縁

体 

ふつ素樹脂混合物 

その他のもの ２０ １００ ８０ ８０ 

１種キャブタイヤケー

ブル 

１０ ３００ ５０ ５０ 

２種キャブタイヤケー

ブル、３種キャブタイヤ

ケーブル及び４種キャ

ブタイヤケーブル 

１４ ４３０ ５０ ５０ 

天然ゴム混合物 

その他のもの ８ ３００ ５０ ５０ 

外

装 

クロロプレンゴム混合物 金糸コード ６ ２５０ ６０ ６０ 
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ゴムキャブタイヤコード１０ ３００ ６５ ６５ 

キャブタイヤケーブル １３ ３００ ６５ ６５ 

その他のもの １０

（８） 

３００

（２５

０） 

６０ ６０ 

キャブタイヤケーブル １３ ３００ ８０ ７０ クロロスルホン化ポリエチレンゴム

混合物 その他のもの ８ ３００ ８０ ７０ 

けい素ゴム混合物（機械的強度を強化したもの） ７ ２００ ７０ ６０ 

耐燃性エチレンゴム混合物 ７ ３００ ８０ ８０ 

耐熱性を有するもの １０ １２０ ９０ ８０ ビニル混合物 

その他のもの １０ １２０ ８５ ８０ 

架橋したもの １０ ２００ ８０ ８０ ポリエチレン混合物 

その他のもの １０ ３５０ ８０ ６５ 

架橋したもの ８ ２００ ８０ ８０ 
 
耐燃性ポリオレフィン混合物 

その他のもの １０ ２００ ８０ ６５ 

 

（備考） 

１ 絶縁体のポリオレフィン混合物の項中括弧内の数値はコードに、外装のクロロプレン

ゴム混合物の項中括弧内の数値は、クロロプレン外装ケーブルであつて、外装のクロ

ロプレンゴム混合物の上にゴム引き帆布があるものに適用する。 

２ ポリオレフィン混合物は、エチレン、プロピレン、エチレンプロピレン、エチレンビニルア

セテート、エチレンエチルアクリレートを用いた樹脂混合物（ポリエチレンを除く。）とす

る。耐燃性ポリオレフィン混合物は、これらポリオレフィン混合物に耐燃性を付与した

混合物とする。 

３ 耐燃性エチレンゴム混合物には、耐燃性を付与したエチレンプロピレンゴム混合物、

エチレンプロピレンジエンゴム混合物（ＥＰＤＭ）、エチレンビニルアセテートゴム混合物

を含める。 

 

（附表第十五、附表第十六 省略） 

 

附表第十七 耐寒性試験 

 外装とする前のビニル混合物、ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物のコ

ンパウンドから試料をとり、これを練つて長さ３８ｍｍ±２ｍｍ、幅６ｍｍ±０．４ｍｍ、厚さ２

ｍｍ±０．２ｍｍの試験片を３個作り、ビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物及び耐燃

性ポリオレフィン混合物にあつては－１５℃±０．５℃、ポリエチレン混合物（耐燃性ポリエ

チレン混合物を除く。）にあつては－５０℃±３℃の温度に約１５０秒間保つた後、ＪＩＳ Ｋ６

７２３：１９９５「軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド」の「６．６耐寒性試験」の試験方法により試

験を行つたとき、試験片がいずれも破壊しないこと。 

 

附表第十八 加熱変形試験  

 線心または完成品から長さが３０ｍｍのビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレ

フィン混合物の試料をとり、その厚さを測り、試料と測定装置をあらかじめ、ビニル混合物
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にあつては１２０℃±３℃、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあつては７

５℃±３℃（架橋したものにあつては、１２０℃±３℃）の温度に３０分間保つた後、測定装

置の平行板の間に試料を置き、これに次の表に掲げる荷重を加え、さらにビニル混合物に

あつては１２０℃±３℃、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあつては７５℃±

３℃（架橋したものにあつては、１２０℃±３℃）の温度に３０分間保つた後、そのままの状

態で試料の厚さを測定したとき、その厚さの減少率が次の表に掲げる値以下であること。 

 

導体の太さ 絶縁体と

外装の別 

絶

縁

物

の

種

類 

電線の種類 

単線

（直

径 

ｍ

ｍ） 

より線（断面

積 ｍｍ２） 

外装の外径（ｍｍ）荷重（Ｎ） 減少率（％）

２．０

以下 

― ― ３ 

２．０

を超

える

もの 

３８以下 ― ５ 

屋外用ビニ

ル絶縁電線 

― ３８を超える

もの 

― ７ 

３０ 

１．０

以下 

０．９以下 ― ３ 

１．０

を超

え

１．２

以下 

０．９を超え

１．２５以下 

― ４ 

１．２

を超

え

３．２

以下 

１．２５を超え

８以下 

― ５ 

３．２

を超

える

もの 

８を超え３８

以下 

― ７ 

― ３８を超え８

０以下 

― １０ 

ビニ

ル

混

合

物 

その他のも

の 

― ８０を超える

もの 

― １５ 

５０（３０） 

絶縁体 

ポリ

エ

すべてのも

の 

１．２

以下 

１．２５以下 ― ５ １０（４０） 
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１．２

を超

える

もの 

１．２５を超え

１４以下 

― １０ 

― １４を超え５

０以下 

― １５ 

― ５０を超え８

０以下 

― ２０ 

チレ

ン

混

合

物 

― ８０を超える

もの 

― ２５ 

― ０．７５以下 ― ３ 

― ０．７５を超

え１．２５以

下 

― ４ 

コード 

― １．２５を超

え５．５以下

― ５ 

１０（４０） 

１．２

以下 

１．２５以下 ― ５ 

１．２

を超

える

もの 

１．２５を超

え１４以下 

― １０ 

― １４を超え５

０以下 

― １５ 

― ５０を超え８

０以下 

― ２０ 

ポリ

オレ

フィ

ン

混

合

物 その他のも

の 

― ８０を超える

もの 

― ２５ 

１０（４０） 

― ０．７５以下 ― ５ ビニルキャ

ブタイヤコ

ード 
― ０．７５を超え

るもの 

― ７ 

５０ 

― ― ８未満 ５ 

― ― ８以上１２未満 ７ 

ビニ

ル

混

合

物 
その他のも

の 

― ― １２以上 １０ 

５０ 

― ― １０未満 １０ 

― ― １０以上２０未満 １５ 

― ― ２０以上２５未満 ２０ 

― ― ２５以上３０未満 ２５ 

― ― ３０以上３５未満 ２９ 

― ― ３５以上４５未満 ３４ 

外装 

ポリ

エ

チレ

ン

混

合

物 

すべてのも

の 

― ― ４５以上 ３９ 

１０（４０） 
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― ０．７５以下 ― ５ 
キャブタイ

ヤコード ― ０．７５を超

えるもの 

― ７ 

１０（４０） 

― ― １０未満 １０ 

― ― １０以上２０未満 １５ 

― ― ２０以上２５未満 ２０ 

― ― ２５以上３０未満 ２５ 

― ― ３０以上３５未満 ２９ 

― ― ３５以上４５未満 ３４ 

ポリ

オレ

フィ

ン

混

合

物 

その他のも

の 

― ― ４５以上 ３９ 

１０（４０） 

 

（備考） 

１ 絶縁体のビニル混合物の項中括弧内の数値は引込用ビニル絶縁電線および耐熱性

を有するビニル混合物を使用する電線に、絶縁体のポリエチレン混合物及びポリオレ

フィン混合物の項中括弧内の数値は架橋したものに適用する。 

２ 丸形以外のものにあつては、外装の外径は、短径と長径との和を２で除した値とする。  

 

（附表第十九 省略） 

 

附表第二十 耐油性試験 

１ 天然ゴム混合物の耐油性試験 

完成品から適当な長さの試料を採り、その仕上がり外径の５倍の内径の輪に１回以上

巻き、その両端を残して９５℃±３℃の電気絶縁油（JIS C2320:1999「電気絶縁油」に

規定する絶縁油Ａのうち種類が１種２号のものとする。）の中に３時間浸したとき、ケー

ブルの仕上がり外径の増加が単心のもの又は断面積が１４ｍｍ２以下の多心のものに

あつては３ｍｍ以下、断面積が１４ｍｍ２を超える多心のものにあつてはその仕上がり

外径の１０％以下であること。 

２ クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐油性試験 

附表第十四１ （１）に規定する方法によりクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン

化ポリエチレンゴム混合物の試料をとり、これを１２０℃±２℃の絶縁油（JIS 

K6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑

油のうちの No.2 油又はこれと同等以上のものとする。）の中に１８時間浸した後に取り

出し、表面の油をふき取り、４８時間以内において、室温で約４時間以上放置した後、

附表第十四１ （２）に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における

引張強さ及び伸びがいずれも同表１（１）及び（２）の規定による引張強さ及び伸びの試

験により得られた値の６０％以上（クロロプレンキャブタイヤケーブル又はクロロスルホ

ン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであつて試料の厚さが１ｍｍ以下のものにあつ

ては、５０％以上）であること。 

３ ビニル混合物の耐油性試験 

附表第十四１ （１）に規定する方法によりビニル混合物の試料をとり、これを７０℃±

３℃（耐熱性を有するビニル混合物にあつては、８５℃±３℃）の電気絶縁油（ＪＩＳ Ｃ２

３２０（１９７４）「電気絶縁油」に規定する二号電気絶縁油又はＪＩＳ Ｋ６３０１（１９７５）

「加硫ゴム物理試験方法」に規定する二号油とする。）に４時間浸した後に取り出し、表
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面の油をふき取り、４８時間以内において、室温で４時間以上放置した後、附表第十四

１ （２）に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び

伸びがいずれも同表１（１）及び（２）の規定による引張強さ及び伸びの試験により得ら

れた値の８５％以上（ダンベル状のものにあつては、それぞれ８０％以上及び６０％以

上）であること。  

４ 耐燃性エチレンゴム混合物及び耐燃性ポリオレフィン混合物の耐油性試験 

附表第十四１ (1)に規定する方法により耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオ

レフィン混合物の試料をとり、これを 70℃±3℃の絶縁油（JIS C2320:1999「電気絶縁

油」に規定する絶縁油Ａのうち種類が１種２号のもの又は JIS K6258:2003「加硫ゴム及

び熱可塑性ゴム－耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちの No.2 油又はこ

れと同等以上のものとする。）に 4 時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48

時間以内において、室温で 4時間以上放置した後、附表第十四１ (2)に規定する引張

強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表１

(1)及び(2)の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値のいずれも 60％以

上であること。 

 

附表第二十一 耐燃性試験  

１ クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐燃性試験 

完成品から長さ約３００ｍｍの試料をとり、コードにあつてはこれを水平面に対して約６

０°に傾斜させ、その他のものにあつてはこれを水平に保ち、コードにあつてはその下

端を、その他のものにあつてはその中央部を酸化炎の長さが約１３０ｍｍのブンゼン

バーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。 

２ ビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性ポリオレフィン混合物及び耐燃性

エチレンゴム混合物の耐燃性試験 

完成品から長さ約３００ｍｍの試料を採り、ネオン電線にあつてはこれを水平に保ち、

その他のものにあつてはこれを水平面に対して約６０°に傾斜させ、ネオン電線にあ

つてはその中央部を、その他のものにあつてはその下端を酸化炎の長さが約１３０ｍ

ｍのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えるこ

と。  

 

（附表第二十二 省略） 

 

附表第二十三 衝撃試験  

完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の衝撃試験装置の鉄台上に置き、

その上に次の表に掲げる質量のおもりを同表に掲げる高さから落下させたとき、絶縁

体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体、金属製の導体補強線

又は補強索の素線の断線率がそれぞれ３０％以下であること。 

 

図表 （略） 

 

（備考） ｄは、ケーブルの外径とする。 

 

 

種 導体のおもり 高さ（ｍ） 
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類 断面積

（ｍｍ
２） 

の質

量（ｋ

ｇ） 

３種キャブタイヤケーブル、３種クロロプ

レンキャブタイヤケーブル、３種クロロス

ルホン化ポリエチレンキャブタイヤケー

ブル又は３種耐燃性エチレンゴムキャブ

タイヤケーブル 

４種キャブタイヤケーブル、４

種クロロプレンキャブタイヤケ

ーブル又は４種クロロスルホ

ン化ポリエチレンキャブタイヤ

ケーブル 

１４以

下 

３ ０．２ ― 

１４を

超え３

８以下 

５ ０．３ ― 

単

心

のも

の 

３８を

超える

もの 

５ ０．５ ― 

３．５以

下 

５ ０．３ ０．５ 

３．５を

超え１

４以下 

１０ ０．５ ０．７ 

１４を

超え３

８以下 

２０ ０．７ １ 

多

心

のも

の 

３８を

超える

もの 

３０ １ １．３ 

 

（附表第二十四～二十六 省略） 

 

附表第二十七 電気用品の表示の方式  

表示の方式 電

気

用

品 

表示すべき事項 表示の方法 

１ ネオン電線にあつては、その定

格電圧 

２ 平形導体合成樹脂絶縁電線に

あつては、その定格電流 

３ すえ置き型の機械器具以外のも

のに使用できないものにあつては、

その旨 

電

線 

４ １種キャブタイヤケーブルにあつ

ては、その旨 

１ ふつ素樹脂絶縁電線以外のものにあつては、

電線の表面に１ｍ以下ごとに（６００ボルトゴム絶

縁電線、ゴムコードその他の表面に表示すること

が困難なものにあつては、電線の被覆中に入れ

たテープに連続して）容易に消えない方法で表示

すること。 

２ ふつ素樹脂絶縁電線にあつては、容易に消え

ない方法で１巻ごとに荷札に表示すること。 

３ 専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み
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５ 機械的強度を強化したけい素ゴ

ム混合物を使用するにあつては、そ

の旨 

６ 耐熱性ビニル混合物、耐熱性ふ

つ素樹脂混合物、耐燃性ポリエチレ

ン混合物、耐燃性エチレンゴム混合

物及び耐燃性ポリオレフィン混合物

を使用するものにあつては、その旨

７ コンクリート直埋用のものにあつ

ては、その旨 

８ 耐震型のものにあつては、その

旨 

９ アクセスフロア用のものにあつて

は、その旨 

１０ コンクリート直天井用のものに

あつては、その旨 

込まれた形で使用されるものにあつては、当該構

成材パネル等に容易に消えない方法で表示する

場合は、これを省略することができる。 

１ 定格電圧 電

気

温

床

線 

２ 定格消費電力 

 発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接す

る部分の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法

で表示すること。 
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別表第八２（１００） アーク溶接機 

イ 構造 

（イ） 溶接用変圧器は、絶縁変圧器であること。 

（ロ） 溶接用電源装置から溶接電極に至る電線は、次のいずれかに適合すること。 

ａ 別表第一に規定する技術上の基準又は第２項の規定による技術上の基準に適合する

キャブタイヤケーブル（１種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブルを除

く。）であること。 

ｂ 別表第一に規定する電線に係る共通の技術上の基準に適合し、かつ、材料及び構造

等が以下の（ａ）から（ｅ）までに掲げる基準に適合するものであること、又は第２項の規

定による技術上の基準に適合するものであること。 

（ａ） 材料及び構造 

①導体は、附表第七に適合する軟銅集合より線であつて断面積が１４ｍｍ２以上のもの

又は別表第一附表第八の三に適合する軟アルミ集合より線であること。 

②絶縁体は、次に適合すること。 

ｉ） 絶縁物は、導線用のものにあつては、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン

混合物、ホルダー用のものにあつては、天然ゴム混合物、エチレンプロピレンゴム

混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物であること。 

ｉｉ） 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の９０％以上、その

最小値が標準値の８０％以上であること。 

導体の断面積（ｍｍ２）絶縁体の厚さ（ｍｍ）

１４以上２５以下 ２．３（０．８） 

２５を超え３０以下 ２．５（０．８） 

３０を超え４０以下 ２．６（０．８） 

４０を超え５０以下 ２．７（０．８） 

５０を超え６０以下 ２．８（０．８） 

６０を超え８０以下 ３．０（１．０） 

８０を超え１００以下 ３．２（１．０） 

（備考） かつこ内の数値は、ホルダー用のものに適用する。 

③ホルダー用のものにあつては、外装は、次に適合すること。 

ｉ） 絶縁物は、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレ

ンゴム混合物、耐燃性エチレン混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合

物であること。 

ｉｉ） 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の９０％以上、その

最小値が標準値の８０％以上であること。 

導体の断面積（ｍｍ２）外装の厚さ（ｍｍ）

１４以上２５以下 １．６ 

２５を超え３０以下 １．７ 

３０を超え４０以下 １．８ 

４０を超え６０以下 ２ 

６０を超え８０以下 ２．３ 

８０を超え１００以下 ２．４ 
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（ｂ） 絶縁耐力 

附表第八の試験を行なつたとき、これに適合すること。 

（ｃ） 耐食性 

めつきを施した銅線又は鋼線にあつては、別表第一附表第十二の試験を行なつた

とき、これに適合すること。 

（ｄ） 絶縁体又は外装に使用する絶縁物の性質 

① 引張強度及び伸び 

附表第九の試験を行なつたとき、これに適合すること。 

② 耐油性 

絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混

合物を使用するものにあつては、別表第一附表第二十２の試験を行つたとき、これに

適合すること。 

③ 耐燃性 

ｉ） 絶縁体（ホルダー用のものを除く。）又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロ

スルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、別表第一附表第二

十一１の試験を行つたとき、これに適合すること。 

ｉｉ） 絶縁体（ホルダー用のものを除く。）又は外装に耐燃性エチレンゴム混合物、耐燃

性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、

別表第一附表第二十一２の試験を行つたとき、これに適合すること。 

（ｅ） 耐衝撃性 

導線用のものにあつては、附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。 

 

（以下 附表第八まで 省略） 

 

附表第九 引張強さ及び伸びの試験  

絶縁体又は外装に使用する絶縁物は、１の試験条件において引張強さ及び伸びの試験を

行なつたとき、２の基準に適合すること。 

１ 試験条件 

 別表第一附表第十四１を準用する。 

２ 基準 

 室温における引張強さ及び伸び並びに加熱後の引張強さ及び伸びの残率は、次の表に

掲げる値以上であること。 

室温における値 加熱後の残率絶縁体と

外装の

別 

絶縁物の種類 

引張強さ

（ＭＰａ）

伸び

（％） 

引張強

さ（％） 

伸び

（％） 

混合物 １４ ４３０ ５０ ５０ 天然ゴム導線用のもの 

ホルダー用のもの ６ ２５０ ５０ ５０ 

クロロプレンゴム混合物 １３ ３００ ６５ ６５ 

エチレンプロピレンゴム混合物 ４ ３００ ８０ ８０ 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 ８ ３００ ８０ ７０ 

架橋したもの １０ ２００ ８０ ８０ 

絶縁体 

ポリエチレン混合物 

その他のもの １０ ３５０ ８０ ６５ 
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架橋したもの ７ ２００ ８０ ８０ 
ポリオレフィン混合物 

その他のもの ５ ２００ ８０ ６５ 

天然ゴム混合物 １４ ４３０ ５０ ５０ 

クロロプレンゴム混合物 １３ ３００ ６５ ６５ 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 １３ ３００ ８０ ７０ 

耐燃性エチレンゴム混合物 ７ ３００ ８０ ８０ 

架橋したもの １０ ２００ ８０ ８０ 

外装 

ポリエチレン混合物 

その他のもの １０ ３５０ ８０ ６５ 

 耐燃性ポリオレフィン混合物 ８ ２００ ８０ ８０ 

 


